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国
際
航
空
旅
客
機
の
手
荷
物
検
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
三
年
九
月
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
、
平
成
十
六
年
三
月
の
ス
ペ
イ
ン
・
マ
ド
リ
ー
ド
で
の
列
車
爆
破
事

件
、
平
成
十
七
年
七
月
の
ロ
ン
ド
ン
同
時
爆
破
テ
ロ
事
件
、
平
成
十
八
年
八
月
の
ロ
ン
ド
ン
旅
客
機
爆
破
テ
ロ
未
遂
事
件
等
、

国
際
的
な
テ
ロ
事
件
が
相
次
ぐ
な
か
で
、
国
際
航
空
旅
客
機
利
用
者
の
搭
乗
手
続
き
に
関
し
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
に
質
問
す
る
。

一

平
成
十
三
年
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
、
国
際
航
空
便
搭
乗
手
続
き
に
関
し
て
、
安
全
対
策
上
ど
の
よ
う
な
対
策

を
講
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

航
空
機
内
へ
の
持
ち
込
み
禁
止
物
件
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
第
八
十
六
条
「
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
」
規
定
に
基
づ
き
、

航
空
法
施
行
規
則
第
百
九
十
四
条
で
「
輸
送
禁
止
の
物
件
」
を
具
体
的
に
列
記
し
て
い
る
。
平
成
十
四
年
五
月
、
同
規
則
を

改
正
す
る
省
令
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
「
機
内
持
ち
込
み
禁
止
物
件
」
の
範
囲
を
拡
大
し
た
。

そ
こ
で
、
改
正
前
と
改
正
後
の
違
反
事
案
概
要
及
び
件
数
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

本
年
八
月
の
ロ
ン
ド
ン
旅
客
機
爆
破
テ
ロ
未
遂
事
件
以
後
、
国
際
便
搭
乗
手
続
き
に
関
し
て
、
手
荷
物
検
査
、
と
り
わ
け

一



液
体
物
検
査
に
つ
い
て
厳
し
い
措
置
が
取
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

航
空
機
内
へ
の
持
ち
込
み
禁
止
に
関
し
、
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
の
事
前
の
広
報
活
動
を
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

航
空
機
内
に
持
ち
込
め
な
い
液
体
、
ジ
ェ
ル
類
、
エ
ア
ゾ
ー
ル
類
等
の
具
体
的
な
品
目
、
及
び
持
ち
込
め
る
液
体
物
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

液
体
物
の
検
査
方
法
及
び
利
用
者
の
過
剰
負
担
に
な
ら
な
い
検
査
方
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

本
年
八
月
以
降
、
出
国
す
る
た
め
に
危
険
物
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
液
体
物
と
い
う
だ
け
で
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
利
用
者
の
割
合
は
ど
の
程
度
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

本
年
八
月
以
前
、
以
降
に
お
け
る
欧
州
、
米
国
等
へ
の
国
際
便
利
用
者
の
増
減
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


